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（第 118 号議案） 

 

 

特別区道路線の変更について 

 

 

道路法に基づき、下記のとおり、特別区道路線の変更（以下「路線変更」という。）

を行う。 

 

記 

 

１ 路線変更の理由 
本路線は、主幹１６号を新規認定することに伴い、重複する既存路線を変更す

るものである。 
 

２ 路線変更の対象路線 
① 路線番号  ２４－２０ 
② 位  置  （従前）起点 中野区中野二丁目１３５番４先 
            終点 中野区中野二丁目１０２番１１１ 
        （従後）起点 中野区中野二丁目１３５番４先 
            終点 中野区中野二丁目１０２番１５ 
③ 延  長  （従前）２３３．０９ｍ 

        （従後）１９６．９１ｍ 

④ 幅  員  （従前）５．２２ｍ～６．３６ｍ 

        （従後）５．２２ｍ～６．３６ｍ 



 

 

 


